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今後の方針

⚫ ２０２３年１２月のグループ経営等に関する情報開示の充実のお願いから３年目に入る

中、企業の開示状況や実態を踏まえ、夏以降、情報開示の充実に向けたより実効的なア

プローチを検討していく想定

⚫ まずは、親子関係にある企業について、開示がより進展するよう注力

➢ グループ経営や少数株主保護に関して特に重要と考えられるポイントを改めて整理
し、ガバナンス報告書において開示すべき項目として具体的に明示

⚫ あわせて、支配的な関係にある企業（持分法適用会社等）についても、より実効的な方
策を検討

➢ 親子関係にある企業と比較すると、問題意識や開示が進んでいない中で、段階的な
アプローチが有効であると考えられるため、例えば、会社との関係性を投資家が判
断できるような開示から推進していくことも考えられるか

※ あわせて、グループ経営等に関する開示状況のフォローアップ、投資家の目線や親子上
場に関する事例の紹介等は継続的に実施
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参考：研究会（第2期第7回）での意見

【グループ経営・少数株主保護に係る開示の進展について】

◼ 一部の企業において、グループ経営等の検討が進み始めている点は評価できるが、全体として、開示内容には大きな進
展は見られない。また、特に開示が進まない項目も明らかになってきている

◼ 開示項目の義務化も必要ではないか。例えば「事業ポートフォリオ戦略における子会社の位置づけ」を開示するには、
親会社と交渉しなければならないので、開示の義務付けが実際の企業行動につながることになる

◼ 上場子会社の役員選任に関する親会社の議決権行使の考え方や、子会社における独立役員の独立性確保のための指名委
員会の活用方法などは、少数株主保護の観点からとりわけ重要であり、記載のルール化も含めて検討を行うべき

◼ コーポレートガバナンス・コードでは、３分の１以上（プライム市場は過半数）の独立社外取締役の選任または特別委
員会の設置が求められているが、具体的な活動状況の開示率が非常に低い。常設か非常設かも含めて、特別委員会の実
態を少なくとも子会社側できちんと開示してもらうことが重要

◼ 開示媒体の問題として、任意開示ではなく、コーポレート・ガバナンス報告書内で示してもらうことが望まれる。加え
て、重要な契約などについては、有価証券報告書での開示を促していく必要

◼ 経営者の立場からすると、「やらなければならないこと」と（義務ではないが）「あればよいこと」が明確に区別でき
ているかが重要であるから、開示義務の範囲や対象に関しても、実施しなければならないことは明確にルール化してい
くべき

【持分法適用関係にある企業の開示について】

◼ 企業が持分法適用関係にある場合の「開示推奨」を認識していない、あるいは無視しているのではないか。投資家に説
明しなければならないという認識がまだまだ薄く、企業側任せにしては、開示書類利用者である株主や投資家の目線と
は合ってこない

◼ 持分法適用関係にある企業については、一定の持分比率や閾値に基づいて、より類型化したアプローチが必要ではない
か
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参考：グループ経営・少数株主保護に関する記載のポイント（2023年12月）

◼ 親子関係にある上場会社は、ＣＧ報告書において、グループ経営や少数株主保護について開示が必要

グループ経営

グループ経営
に関する考え
方及び方針

• 事業ポートフォリオ戦略に関する基本的
な考え方（上場子会社の保有、他の保有形態と

の使い分け、事業ポートフォリオの見直し等）

• グループ管理体制における上場子会社の
取扱いに関する基本的な考え方・方針
（意思決定プロセスへの関与、資金管理体制）

上場子会社を
有する意義

• 子会社として保有することの合理性とそ
の子会社を上場しておくことの合理性
（メリット・デメリット、他の保有形態と比べて
の合理性）

少数株主保護

上場子会社の
ガバナンス体
制の実効性確
保に関する方
策

• 上場子会社の役員の選解任に関する議決
権行使の考え方・方針

• 上場子会社における役員の指名プロセス
への関与についての考え方・方針

上場親会社

上場子会社

グループ経営

親会社におけ
るグループ経
営に関する考
え方及び方針

• 親会社の事業ポートフォリオ戦略におけ
る自社の位置付け

• 親会社のグループ内における事業領域の
棲み分けについて、現在の状況や今後の
見通し

• 親会社との間で資金管理を行っている場
合（親会社のキャッシュマネジメントシ
ステムへの参加など）は、その意義

少数株主保護

少数株主保護
の観点から必
要な親会社か
らの独立性確
保に関する考
え方・施策等

• 意思決定プロセスへの親会社の関与の有
無や内容

• 親会社からの独立性確保のために設置す
る特別委員会の概要（常設/非常設、構成、審

議項目、権限・役割等）

• 独立役員の親会社からの独立性確保のた
めの指名委員会の活用方法や役割

• 独立役員の選解任における親会社の議決
権行使の考え方・方針

※ 持分法適用関係にある上場会社も同様に開示を推奨（ただし、関係性や影響力の程度等を踏まえ記載）
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⚫ 上場会社における検討の参考となるよう、親子上場等に関する企業の取組みについて、グループ経
営や少数株主保護の観点から投資者が一定の評価をしている開示例を取りまとめ・公表

資料掲載先（JPXグループ ウェブサイト）

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20251226-03.html

参考：親子上場等に関する事例集 （2025年12月）

https://www.jpx.co.jp/news/1020/20251226-03.html
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20251226-03.html
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